
●
ご
家
族
の
保
険
証
は
全
て

世
帯
主
宛
て
に
郵
送
し
ま
す

●
記
載
事
項
を
ご
確
認
く
だ
さ
い

●
新
し
い
保
険
証
の
有
効
期
限
は

平
成
31
年
９
月
30
日
で
す

①
平
成
31
年
９
月
30
日
ま
で
に
75
歳
に
な
る

か
た

↓
誕
生
日
の
前
日
が
有
効
期
限

②
平
成
31
年
９
月
30
日
ま
で
に
65
歳
に
な

る
退
職
者
医
療
制
度
の
か
た

↓
誕
生

月
の
末
日
が
有
効
期
限

③
市
外
に
住
所
が
あ
る
学
生
で
、
卒
業
予
定
年
度

の
か
た

↓
卒
業
予
定
年
月
日
が
有
効
期
限

現
在
国
保
に
加
入
し
て
い
る
か
た
が
お
持
ち
の
保
険
証
の
有
効
期
限
は
、
平
成
30
年
９
月
30
日
で
す
。
新
し
い
保
険
証

は
、
世
帯
主
宛
て
に
９
月
下
旬
ま
で
に
郵
送
し
ま
す
。
10
月
１
日
か
ら
は
、
新
し
い
保
険
証
を
医
療
機
関
の
窓
口
に
提
示

し
て
く
だ
さ
い
。

国
保
の
保
険
証
は
、
国
保
に
加
入
し
て
い
る

か
た
全
員
の
分
を
、
世
帯
主
宛
て
に
ま
と
め
て

郵
送
し
ま
す（
世
帯
主
本
人
が
国
保
加
入
者
で

は
な
い
場
合
で
も
世
帯
主
宛
て
に
郵
送
し
ま

す
）。世

帯
主
が
社
会
保
険
に
加

入
し
て
い
る
世
帯
や
、
世
帯

主
が
75
歳
以
上
の
世
帯
は
特

に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

新
し
い
保
険
証
の
氏
名
・
生
年
月
日
・
住
所

な
ど
の
記
載
事
項
に
間
違
い
が
な
い
か
ご
確
認

く
だ
さ
い
。
間
違
い
や
不
明
な
点
な
ど
が
あ
る

場
合
は
、
保
険
課
ま
で
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。

自
分
で
保
険
証
を
書
き
直
す
と
保
険
証
が
無

効
に
な
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

新
し
い
保
険
証
の
有
効
期
限
は
、
平
成
31
年

９
月
30
日
で
す
。た
だ
し
、次
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
か
た
は
有
効
期
限
が
異
な
り
ま
す
。

75
歳
の
誕
生
日
か
ら
は
、
後
期
高
齢
者
医
療

制
度
に
移
行
し
ま
す
。
誕
生
日
前
に
後
期
高
齢

者
医
療
被
保
険
者
証
を
郵
送
し
ま
す（
手
続
き

は
不
要
で
す
）。

有
効
期
限
以
降
は
、
一
般
の
保
険
証
に
変
更

と
な
り
ま
す
。新
し
い
保
険
証
は
、有
効
期
限
前

に
郵
送
し
ま
す（
手
続
き
は
不
要
で
す
）。

な
お
、
誕
生
日
が
１
日
の
か
た
は
、
誕
生
月

の
前
月
の
末
日
が
有
効
期
限
で
す
。

修
学
を
終
え
た
と
き
は
、
保
険
課
国
保
係
へ

届
け
出
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
卒
業
予
定
年
月

日
以
降
も
在
学
ま
た
は
別
の
学
校
へ
入
学
す
る

か
た
は
、
改
め
て
在
学
証
明
書
の
提
出
が
必
要

に
な
り
ま
す
。

保
険
課
国
保
係
、
比
内
・
田
代
総
合
支

所
窓
口
で
は
、
保
険
証
の
ラ
ミ
ネ
ー
ト
加

工
を
行
っ
て
い
ま
す
。
ご
希
望
の
か
た
は

窓
口
ま
で
お
越
し
く
だ
さ
い
。

10
月
１
日
か
ら
の
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●
臓
器
提
供
意
思
表
示
欄
が
設
け
ら
れ
て
い
ま
す
●

国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証（
保
険
証
）は
、
国
保
に
加

入
し
て
い
る
こ
と
を
証
明
す
る
も
の
で
、
一
人
に
１
枚
交

付
し
ま
す
。
医
療
機
関
を
受
診
す
る
際
に
必
要
で
す
の

で
、
大
切
に
保
管
し
ま
し
ょ
う
。

保
険
証
の
裏
面
に
は
、
臓
器
提
供
意
思
表
示
欄
が
設
け

ら
れ
て
い
ま
す
。
記
入

す
る
・
し
な
い
は
自
由

で
、
強
制
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
ま
た
、
記
入
の

有
無
に
よ
っ
て
受
け
ら

れ
る
医
療
が
変
わ
る
こ

と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

臓
器
提
供
に
つ
い

て
、
詳
し
く
は（
公
社
）

日
本
臓
器
移
植
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
☎
０
１
２
０
―

78
―
１
０
６
９
へ
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※
保
険
証
を
ラ
ミ
ネ
ー

ト
加
工
す
る
と
、
臓

器
提
供
意
思
表
示
欄

に
記
入
で
き
な
く
な

く
な
り
ま
す
の
で
ご

注
意
く
だ
さ
い
。

保
険
証
は
正
し
く
使
い
ま
し
ょ
う

修学のため市外へ転出するかたへ
市外の学校に通うために転出するかた
は、届出をしないと国保の資格が
なくなります。転出の手続き
の際に届け出てください。

保険税の滞納のあるかたへ

現在、国民健康保険税(国保税)の未
納がある世帯のかたの保険証は、市役
所での納付相談後に交付します。
１年以上前の国保税の滞納があるか
たには、通常の１年間より有効期間の
短い、半年間有効の保険証が交付され
ます。

保
険
証
を
大
切
に
し
ま
し
ょ
う

無
く
し
た
り
破
損
し
た
り
し
た
と
き
は
、
再
交

付
し
ま
す
の
で
届
け
出
て
く
だ
さ
い

医
療
機
関
を
受
診
す
る
際
は
、
忘
れ
ず
に
窓

口
に
提
示
し
ま
し
ょ
う

国
保
を
脱
退
す
る
と
き
は
、
脱
退
の
届
出
の
際

に
窓
口
へ
返
却
し
て
く
だ
さ
い

必
ず
手
元
に
保
管
し
ま
し
ょ
う

保
険
証
の
貸
し
借
り
は
法
律
で
禁
止
さ
れ
て

い
ま
す

保
険
証
の
コ
ピ
ー
は
使
う
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん

[2]平成 30年 9月号



退
職
者
医
療
制
度（
国
保
）

65
歳
未
満
の
か
た

退
職
者
医
療
制
度
は
平
成
27
年
３
月
末
で
廃
止

さ
れ
、
新
規
の
該
当
者
が
増
え
る
こ
と
は
あ
り
ま

せ
ん
が
、
そ
れ
ま
で
に
該
当
し
て
い
た
か
た
が
65

歳
に
な
る
ま
で
は
、
退
職
者
医
療
制
度
の
資
格
が

継
続
し
ま
す
。

※
以
前
に
退
職
者
医
療
制
度
に
該
当
し
て
い
た
か

た
が
再
び
国
保
に
加
入
す
る
場
合
、
該
当
す
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。

国民健康保険
被保険者証

国民健康保険
退職被保険者証 受

診
す
る
と
き
に
必
要
な
も
の
は
？

限度額適用認定証
限度額適用・標準負担
額減額認定証について 保

険
証
と
は
別
に
、
自
己
負
担
割
合
が
記
載
さ
れ

た
「
高
齢
受
給
者
証
」
が
必
要
で
す
。

70
歳
〜
74
歳
の
か
た
に
は
、
毎
年
７
月
下
旬
に
１

年
間
有
効
の
新
し
い
高
齢
受
給
者
証
を
世
帯
主
宛
て

に
郵
送
し
ま
す
。

新
た
に
70
歳
に
な
る
か
た
は
、
誕
生
日
の
翌
月

（
１
日
が
誕
生
日
の
か
た
は
そ
の
月
）か
ら
高
齢
受
給

者
証
が
必
要
に
な
り
ま
す
の
で
、
そ
れ
ま
で
に
世
帯

主
宛
て
に
郵
送
し
ま
す
。

国民健康保険
被保険者証70 歳未満

一般・上位所得世帯

70 歳以上
現役並み所得者Ⅰ･Ⅱ

年
齢
や
制
度
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す

高齢受給者証
限度額適用
認定証

70 歳未満
住民税非課税世帯

70 歳以上
低所得者Ⅰ・Ⅱ

75
歳
の
誕
生
日
か
ら
は
、
後
期
高
齢
者
医
療
制
度

に
移
行
し
ま
す
。
手
続
き
は
必
要

あ
り
ま
せ
ん
。

65
歳
以
上
で
一
定
の
障
害
が
あ

る
か
た
は
、
障
害
認
定
の
申
請
に

よ
り
、
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に

加
入
で
き
ま
す
。

限度額適用・標準
負担額減額認定証

後期高齢者医療
被保険者証医療機関で保険証

に添えて提示すれ
ば、支払いが所定の
限度額(月額)までに
なります。
一度交付申請すれ

ば 1年間(８月～翌年
７月)使用できます｡
※後期高齢者医療制
度のかたは、一度申
請すれば毎年自動更
新となります。

国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る
か
た

70
歳
〜
74
歳
の
か
た

75
歳
以
上
の
か
た
／

65
歳
以
上
で
一
定
の
障
害
が
あ
る
か
た

国

保

国

保

国

保

国

保

後
期
高
齢
者
医
療
制
度

後
期
高
齢
者
医
療
制
度

(ピンク色)

＋

(若草色)

(青色)

(

(
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病
院
な
ど
を
受
診
し
た
と
き

医
療
機
関
の
窓
口
で
保
険
証
を
提
示
す
る
と
、
医

療
費
の
自
己
負
担
分
を
支
払
え
ば
次
の
よ
う
な
行
為

が
受
け
ら
れ
ま
す
。

・
診
察

・
治
療

・
入
院
と
看
護（
食
事
代
は
別
途
負
担
）

・
在
宅
療
養（
か
か
り
つ
け
医
に
よ
る
訪
問
診
療
）と

看
護

・
訪
問
看
護（
医
師
の
指
示
に
よ
る
）

自
己
負
担
額
の
割
合

未
就
学
児２

割

小
学
生
〜
69
歳

３
割

70
歳
〜
74
歳

昭
和
19
年
４
月
１
日
以
前
生
ま
れ
の
か
た１

割

昭
和
19
年
４
月
２
日
以
降
生
ま
れ
の
か
た２

割

生
年
月
日
に
関
わ
ら
ず

現
役
並
み
の
所
得
が
あ
る
か
た

３
割

国
保
で
受
け
ら
れ
る
給
付

入
院
し
た
と
き

入
院
し
た
と
き
は
、
診
療
や
薬
に
掛
か
る
費
用
と

は
別
に
、
左
記
の
標
準
負
担
額
を
食
事
代
と
し
て
自

己
負
担
し
、
残
り
は
国
保
が
負
担
し
ま
す
。

入
院
時
食
事
代
の
標
準
負
担
額（
１
食
当
た
り
）

・
本
人
が
70
歳
以
上
で
、
世
帯
主
と
世
帯
の
国
保
加

入
者
全
員
が
市
民
税
非
課
税
の
か
た
は
「
低
所
得

者
Ⅱ
」
、そ
の
う
ち
基
準
所
得
が
０
円（
収
入
が
年

金
の
み
の
場
合
は
年
80
万
円
以
下
）の
か
た
は「
低

所
得
者
Ⅰ
」
に
な
り
ま
す
。

・
市
民
税
非
課
税
世
帯
、
低
所
得
者
Ⅰ
・
Ⅱ
の
か
た

は
「
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
」

を
医
療
機
関
に
提
示
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
交

付
さ
れ
た
月
の
初
日
か
ら
有
効
で
す
の
で
、
窓
口

で
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

病
気
で
は
な
い
も
の

業
務
上
の
け
が
や
病
気

給
付
が
制
限
さ
れ
ま
す

・
人
間
ド
ッ
ク

・
予
防
接
種

・
正
常
な
妊
娠
・
出
産

・
歯
列
矯
正

・
軽
度
の
わ
き
が
や
し
み

・
美
容
整
形

・
経
済
上
の
理
由
に
よ
る
妊
娠
中
絶

な
ど

雇
用
主
が
負
担
す
る
べ
き
も
の
な
の
で
、
労
災

保
険
が
適
用
さ
れ
ま
す

・
故
意
の
事
故
や
犯
罪
行
為
に
よ
る
傷
病

・
け
ん
か
や
泥
酔
な
ど
に
よ
る
傷
病

・
医
師
や
保
険
者
の
指
示
に
従
わ
な
か
っ
た
と
き

な
ど

一
般
（
左
記
以
外
の
か
た
）

460
円

市
民
税
非
課
税
世
帯

及
び

低
所
得
者
Ⅱ
の
か
た

90
日
ま
で

(

過
去
12
カ

月
間)

210
円

90
日
超

(

過
去
12
カ

月
間)

160
円

低
所
得
者
Ⅰ
の
か
た

100
円

お
問
い
合
わ
せ

保
険
課
国
保
係

☎
43
‐
７
０
４
７

こ
ん
な
と
き
は
国
保
の
保
険
証
は

使
え
ま
せ
ん

[4]平成 30年 9月号



子
ど
も
が
生
ま
れ
た
と
き

被
保
険
者
が
亡
く
な
っ
た
と
き

い
っ
た
ん
全
額
自
己
負
担
し
た
と
き

被
保
険
者
が
出
産（
妊
娠
12
週（
85
日
）以
降
の
死
産
・

流
産
を
含
む
）し
た
と
き
は
、「
出
産
育
児
一
時
金
」
と
し

て
42
万
円（
産
科
医
療
保
障
制
度
に
加
入
し
て
い
な
い
医

療
機
関
で
出
産
し
た
場
合
は
40
万
４
千
円
）を
支
給
し
ま

す
。
出
産
育
児
一
時
金
は
、
原
則
と
し
て
医
療
機
関
に

直
接
支
払
い
ま
す（
直
接
支
払
制
度
）。

※
出
産
日
の
翌
日
か
ら
２
年
を
経
過
す
る
と
支
給
で
き

ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

こ
ん
な
と
き
は
申
請
が
必
要
で
す

・
出
産
費
用
が
支
給
額
未
満
の
と
き

申
請
す
れ
ば
差
額
を
支
給
し
ま
す
。

・
直
接
支
払
制
度
を
使
用
し
な
い
と
き

医
療
機
関
に
出
産
費
用
を
全
額
支
払
っ
た
後
に

窓
口
で
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

被
保
険
者
が
亡
く
な
っ
た
と
き
は
、
葬
祭
を
行
っ
た

か
た
に
葬
祭
費
と
し
て
５
万
円
を
支
給
し
ま
す
の
で
、

葬
祭
を
終
え
た
後
に
申
請
を
お
願
い
し
ま
す
。

※
葬
祭
を
行
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
２
年
を
経
過
す
る
と

支
給
で
き
ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

次
の
よ
う
な
場
合
で
医
療
費
を
全
額
自
己
負
担
し
た

と
き
は
、
窓
口
で
申
請
す
れ
ば
自
己
負
担
分
を
除
い
た

額
の
払
い
戻
し
を
受
け
ら
れ
ま
す
。

・
保
険
証
を
持
た
ず
に
病
院
を
受
診
し
た

・
海
外
で
病
院
を
受
診
し
た

・
医
師
の
指
示
に
よ
り
コ
ル
セ
ッ
ト
な

ど
の
補
装
具
を
購
入
し
た

・
は
り
・
き
ゅ
う
・
マ
ッ
サ
ー
ジ
な
ど

の
施
術
を
受
け
た

※
医
療
費
を
支
払
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
２
年
を
経
過
す

る
と
支
給
で
き
ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。
ま

た
、
医
療
措
置
が
適
切
で
あ
っ
た
か
の
審
査
を
行
う

た
め
、
支
払
い
ま
で
に
２
〜
３
カ
月
掛
か
る
場
合
が

あ
り
ま
す
。

◇
給
付
の
申
請
は

保
険
課
国
保
係

☎
43
‐
７
０
４
７

比
内
総
合
支
所
市
民
生
活
係

☎
43
‐
７
０
９
４

田
代
総
合
支
所
市
民
生
活
係

☎
43
‐
７
０
９
９

ま
で

複
数
の
医
療
機
関
を
受
診
し
た
り
、
同
一
世
帯
で
複

数
の
人
が
医
療
機
関
を
受
診
し
た
こ
と
で
１

カ
月
の
医
療
費
の
自
己
負
担
分
が
高
額
に
な

っ
た
と
き
は
、
窓
口
で
申
請
す
れ
ば
限
度
額

を
超
え
て
支
払
っ
た
自
己
負
担
分
が
還
付
さ
れ
ま
す
。

こ
の
制
度
を
、
高
額
療
養
費
制
度
と
言
い
ま
す
。

高
額
療
養
費
制
度
に
つ
い
て
は
、
あ
ん
な
い
７
月
号

で
詳
し
く
紹
介
し
て
い
ま
す
の
で
ご
覧
く
だ
さ
い
。

※
医
療
費
を
支
払
っ
た
日
の
翌
月
か
ら
２
年
を
経
過
す

る
と
支
給
で
き
ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

第
三
者
行
為
の
確
認
に
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す

国
保
で
受
け
ら
れ
る
給
付
を
窓
口
で
申
請
す
る
際

に
、
第
三
者
行
為
に
係
る
給
付
か
ど
う
か
の
確
認
を
行

っ
て
い
ま
す
。
第
三
者
行
為
に
つ
い
て
は
７
ペ
ー
ジ
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

・
全
額
自
己
負
担
し
た
医
療
費
、
高
額
療
養
費
、
限

度
額
適
用
認
定
証
の
申
請
時

↓
そ
の
医
療
が
第
三
者
行
為
に
よ
る
も
の
か
確
認

し
ま
す
。

・
葬
祭
費
の
申
請
時

↓
死
因
が
第
三
者
行
為
に
よ
る
も
の
か
確
認
し
ま
す
。

医
療
費
の
支
払
い
が
高
額
に
な
っ
た
と
き
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整
骨
院
・
接
骨
院
は
、
国
家
資
格
を
持
つ
「
柔
道
整
復

師
」
が
施
術
を
行
う
施
設
で
、
医
療
機
関（
病
院
、
診
療

所
な
ど
）で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
保
険
医
療
機
関
で
受
診

す
る
の
と
同
様
に
、
窓
口
で
保
険
証
を
提
示
し
、
一
部
負

担
金
を
支
払
う
こ
と
で
施
術
を
受
け
ら
れ
る
場
合
が
ほ
と

ん
ど
で
す
。

た
だ
し
、
健
康
保
険
を
使
え
る
場
合
と
使
え
な
い
場
合

が
あ
り
ま
す
。ま
た
、は
り
・
き
ゅ
う
・
マ
ッ
サ
ー
ジ
も
、

保
険
適
用
と
な
る
疾
患
は
限
ら
れ
て
い
ま
す
。

保
険
証
が
使
え
る
場
合

・
打
撲

・
捻
挫

・
挫
傷（
肉
離
れ
な
ど
）

・
骨
折
、
脱
臼
の
応
急
手
当
て

（
応
急
手
当
て
以
外
は
医
師
の
同
意
が
必
要
）

保
険
証
が
使
え
な
い
場
合

・
疲
労
性
、
慢
性
的
な
要
因
か
ら
く
る
肩
こ
り
や
筋

肉
疲
労

・
脳
疾
患
後
遺
症
な
ど
の
慢
性
病
や
、
症
状
の
改
善

が
み
ら
れ
な
い
長
期
の
施
術

・
病
気（
内
科
的
原
因
に
よ
る
疾
患
）に
よ
る
凝
り
や

痛
み

施
術
を
受
け
る
と
き
の
注
意
点

整
骨
院
や
接
骨
院
で
施
術（
治
療
）を
受
け
る
と
き

は
負
傷
の
原
因
を
正
確
に
伝
え
ま
し
ょ
う
。

同
一
の
負
傷
に
つ
い
て
同
時
期
に
保
険
医
療
機
関

(

病
院
、
診
療
所
な
ど)

で
の
治
療
と
柔
道
整
復
師

の
施
術
を
重
複
し
て
受
け
た
場
合
は
、
原
則
と
し

て
施
術
料
は
全
額
自
己
負
担
と
な
り
ま
す
。

施
術
が
長
期
に
わ
た
る
場
合
は
内
科
的
な
要
因
も

考
え
ら
れ
ま
す
の
で
、
医
師
の
診
断
を
受
け
ま
し

ょ
う
。

療
養
費
支
給
申
請
書
へ
の
署
名
は
、
柔
道
整
復
師

が
患
者
に
代
わ
っ
て
保
険
請
求
を
行
う
た
め
に
必

要
で
す
の
で
、
内
容
を
よ
く
確
認
し
、
ご
自
身
で

記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

領
収
書
は
必
ず
貰
っ
て
保
管
し
、
市
が
送
付
す
る

医
療
費
通
知
書
で
回
数
な
ど
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
医
療
費
控
除
や
高
額
療
養

費
の
申
請
の
際
に
も
必
要
で
す
。

仕
事
中
の
け
が
は
労
災
の
対
象
で
す

仕
事
中
や
通
勤
途
中
の
け
が
な
ど
は
労
災
の
対
象
と

な
り
ま
す
の
で
、
国
保
か
ら
の
保
険
給
付
の
対
象
に
は

な
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
交
通
事
故
な
ど
で
受
傷
し
た
場

合
は
、
届
出
が
必
要
で
す
の
で

ご
連
絡
を
お
願
い
し
ま
す
。

は
り
・
き
ゅ
う
・
マ
ッ
サ
ー
ジ
な
ど
で
保
険
適
用
の

施
術
を
受
け
た
場
合
は
申
請
が
必
要
で
す

全
額
支
払
っ
た
後
に
、
窓
口
で
申
請
す
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
以
下
の
傷
病
で
施
術
を
受
け

た
場
合
は
保
険
適
用
に
な
り
ま
す
の
で
、
申
請
を
お

願
い
し
ま
す
。

は
り
・
き
ゅ
う

け
い
わ
ん

・
神
経
痛
、リ
ウ
マ
チ
、頸
腕
症
候
群
、五
十
肩
、

け
い
つ
い

腰
痛
症
、
頸
椎
捻
挫
後
遺
症（
む
ち
打
ち
症
）の

６
疾
患

・
医
師
の
同
意
書
や
診
断
書
が
必
要

※
医
療
機
関
で
同
一
傷
病
を
治
療
中
の
場
合
は
対
象
外

マ
ッ
サ
ー
ジ

・
関
節
拘
縮
、
筋
麻
痺
の
２
症
状

・
医
師
の
同
意
書
や
診
断
書
が
必
要

※
医
療
機
関
で
同
一
傷
病
を
治
療
中
の
場
合
も
対

象
に
な
り
ま
す

柔
道
整
復
師（
整
骨
院
な
ど
）の
施
術
を
受
け
る
か
た
へ
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交
通
事
故
に
あ
っ
た
ら

必
ず
保
険
課
へ
届
出
を
！

交
通
事
故
な
ど
で
、
自
分
以
外
の
者（
加
害
者
）か
ら
受

け
た
け
が
や
病
気
の
こ
と
を
、
第
三
者
行
為
に
よ
る
傷
病

と
言
い
ま
す
。

第
三
者
行
為
に
よ
る
傷
病
で
国
民
健
康
保
険
・
後
期
高

齢
者
医
療
制
度
の
保
険
証
を
使
用
し
て
治
療
を
受
け
た
か

た
は
、
必
ず
保
険
課
へ
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
交

通
事
故
の
場
合
は
警
察
へ
も
届
出
が
必
要
で
す
。

・
保
険
証

・
は
ん
こ

・
交
通
事
故
証
明
書（
交
通
事
故
の
場
合
。
後
日
で
も
可
）

交
通
事
故
に
よ
り
第
三
者
か
ら
傷
病
を
受
け
た
場
合

で
も
、
保
険
証
で
医
療
機
関
に
か
か
る
こ
と
は
で
き
ま

す
が
、
そ
の
際
は
必
ず
保
険
課
に
連
絡
し
、
傷
病
届
な

ど
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

加
害
者
か
ら
治
療
費
を
受
け
取
っ
た
り
、
示
談
を
済

ま
せ
た
り
す
る
と
保
険
証
が
使
え
な
く
な
り
ま
す
。
示

談
の
前
に
必
ず
保
険
課
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

届
出
が
必
要
な
の
は
こ
ん
な
時

第
三
者
行
為
に
よ
る
傷
病
は
、
交
通
事
故
の
他
に
も
次

の
よ
う
な
ケ
ー
ス
が
あ
り
ま
す
。

□
歩
い
て
い
た
ら
自
転
車
と
衝
突
し
て

け
が
を
し
た

自
転
車
同
士
、
自
転
車
と
歩
行
者
の
事
故

も
第
三
者
行
為
に
該
当
し
ま
す

□
他
人
の
飼
い
犬
に
噛
ま
れ
て
け
が
を
し
た

□
他
人
か
ら
不
当
な
暴
力
を
受
け
て
け
が
を
し
た

例
：
夜
道
を
歩
い
て
い
た
ら
、
泥
酔
し
た
見
知
ら
ぬ
人

に
い
き
な
り
殴
ら
れ
け
が
を
し
た

□
自
宅
以
外
の
建
物
や
設
備
の
欠
陥
で
け
が
を
し
た

例
：
店
で
買
い
物
を
し
て
い
た
ら
、
天
井
か
ら
つ
り
看

板
が
落
下
し
て
き
て
頭
に
当
た
り
け
が
を
し
た

□
飲
食
店
で
出
た
料
理
を
食
べ
て
食
中
毒
に
な
っ
た

第
三
者
行
為
に
よ
る
傷
病
は

ど
う
し
て
届
出
が
必
要
な
の
？

●
健
康
保
険
が
治
療
費
を
加
害
者
に
請
求
す
る
た
め
で
す

第
三
者
行
為
に
よ
る
傷
病
に
係
る
治
療
費
は
、
加
害
者

が
全
額
負
担
す
る
こ
と
が
原
則
で
す
。
こ
の
中
に
は
、
健

康
保
険
が
通
常
負
担
す
る
医
療
費
の
７
〜
９
割
分
も
含
ま

れ
て
い
ま
す
。

つ
ま
り
、
第
三
者
行
為
に
よ
る
傷
病
に
係
る
治
療
で
保

険
証
を
使
用
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
本
来
加
害
者
が
負
担

す
る
治
療
費
の
内
の
７
〜
９
割
を
、
健
康
保
険
が
一
時
的

に
立
て
替
え
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

こ
の
立
て
替
え
分
を
健
康
保
険
か
ら
加
害
者
に
請
求
す

る
た
め
に
は
、
治
療
を
受
け
た
被
害
者
の
か
た
か
ら
傷
病

届
な
ど
の
書
類
を
提
出
し
て
も
ら
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。

●
過
去
の
治
療
分
で
未
届
の
も
の
が
あ
る
か
た
へ

過
去
に
第
三
者
行
為
に
よ
る
傷
病
に
係
る
治
療
を
行
っ

た
が
、
傷
病
届
を
提
出
し
て
い
な
い
と
い
う
か
た
も
保
険

課
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

加
害
者
へ
の
請
求
の
時
効
が
成
立
し
て
い
な
け
れ
ば
、

過
去
の
治
療
分
で
も
請
求
す
る
こ
と
は
可
能
で
す
。

・
国
民
健
康
保
険
の
か
た

保
険
課
国
保
係

☎
43
‐
７
０
４
７

・
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
か
た

保
険
課
医
療
給
付
係

☎
43
‐
７
０
４
６

交
通
事
故
で
け
が
を
し
て
治
療
し
た
か
た
へ

届
出
に
必
要
な
も
の

そ
も
そ
も
交
通
事
故
に
よ
る
け
が
の
治
療
で

保
険
証
は
使
え
な
い
っ
て
聞
い
た
こ
と
が
あ

る
ん
だ
け
ど
…

届
出
・
お
問
い
合
わ
せ

平成 30年 9月号[7]



・
保
険
課
医
療
給
付
係

（
本
庁
１
階
⑩
番
窓
口
）

・
比
内
総
合
支
所
市
民
生
活
係

（
比
内
総
合
支
所
１
階
）

・
田
代
総
合
支
所
市
民
生
活
係

（
田
代
総
合
支
所
１
階
）

乳
幼
児
お
よ
び
小
中
学
生

中
学
生
ま
で
の
児
童

（
中
学
校
修
了
年
度
の
３
月
31
日
ま
で
）

①
０
歳
児
及
び
住
民
税
所
得
割
非
課
税
世
帯
の

児
童

全
額
助
成

②
１
歳
か
ら
中
学
生
ま
で
の
児
童

半
額
助
成
・
半
額
自
己
負
担

（
病
院
・
薬
局
ご
と
に
１
カ
月
千
円
が
限
度
）

あ
り

（
父
ま
た
は
母
の
所
得
が
基
準
額
を
超
え
る
場
合
）

※
所
得
制
限
に
該
当
す
る
場
合
も
、
入
院
の
際

は
申
請
に
よ
り
受
給
者
証
が
交
付
さ
れ
ま
す

・
児
童
の
健
康
保
険
証

・
は
ん
こ

・
所
得
・
課
税
証
明
書（
転
入
者
で
必
要
な
か
た
）

ひ
と
り
親
家
庭
の
児
童

①
母
子
・
父
子
家
庭
の
児
童

（
配
偶
者
が
重
度
の
心
身
障

害
者
で
あ
る
家
庭
の
児
童

を
含
む
）

②
父
母
の
な
い
児
童

①
②
と
も
児
童
が
満
18
歳
に
達
す
る
日
以
後

の
最
初
の
３
月
31
日
ま
で
。た
だ
し
、児
童
が

社
会
保
険
の
被
保
険
者
本
人
の
場
合
を
除
く

全
額
助
成

な
し

（
秋
田
県
の
補
助
金
対
象
者
の
把
握
の
た
め
、

所
得
確
認
あ
り
）

・
児
童
及
び
親
等
の
健
康
保
険
証

・
は
ん
こ

・
所
得
・
課
税
証
明
書（
転
入
者
で
必
要
な
か
た
）

障
害
者
手
帳
等
の
所
持
者

①
高
齢
身
体
障
害
者（
65
歳
以
上
で
身
体
障
害
者

手
帳
４
〜
６
級
を
お
持
ち
の
か
た
。た
だ
し
、

社
会
保
険
の
被
保
険
者
本
人
の
場
合
を
除
く
）

②
重
度
心
身
障
害（
児
）者（
身
体
障
害
者
手
帳

１
〜
３
級
ま
た
は
療
育
手
帳
Ａ
を
お
持
ち
の

か
た
）

全
額
助
成

①
高
齢
身
体
障
害
者
↓
あ
り

②
重
度
心
身
障
害（
児
）者
↓
な
し（
社
会
保
険

の
被
保
険
者
本
人
の
場
合
は
あ
り
）

・
対
象
者
の
健
康
保
険
証

・
は
ん
こ

・
身
体
障
害
者
手
帳
ま
た
は

療
育
手
帳（
両
方
お
持
ち
の
か
た
は
両
方
）

・
所
得
・
課
税
証
明
書（
転
入
者
で
必
要
な
か
た
）

中
学
生
ま
で
の
児
童
や
ひ
と
り
親
家
庭
の
児
童
、
障
害
者
手
帳
等
を
お
持
ち
の
か
た
に
「
福
祉
医
療
費
受
給
者
証
」

を
交
付
し
、
医
療
費
を
助
成
し
て
い
ま
す（
福
祉
医
療
制
度
）。
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

中
学
生
ま
で
の
児
童
の
ご
家
族
の
か
た
・
ひ
と
り
親
家
庭
の
か
た
・
障
害
者
手
帳
等
を
お
持
ち
の
か
た
へ

福
祉
医
療
制
度
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

申
請
・
お
問
い
合
わ
せ

保
険
課
医
療
給
付
係

☎
43
‐
７
０
４
６

申

請

場

所

対

象

者

対

象

者

対

象

者

助
成
内
容

助
成
内
容

助
成
内
容

所
得
制
限

福
祉
医
療
制
度
は
、

受
給
資
格
が
あ
っ
て
も

申
請
を
し
な
け
れ
ば
制

度
が
適
用
さ
れ
ま
せ

ん
。
ま
た
、
申
請
が
遅

れ
る
と
資
格
取
得
日
が

遅
れ
る
場
合
が
あ
り
ま

す
の
で
、
該
当
す
る
と

思
わ
れ
る
か
た
は
、
速

や
か
に
申
請
し
て
く
だ

さ
い
。

所
得
制
限

所
得
制
限

申
請
に
必
要
な
も
の

申
請
に
必
要
な
も
の

申
請
に
必
要
な
も
の

[8]平成 30年 9月号



身
近
な
病
気
「
が
ん
」

が
ん
を
防
ぐ
た
め
の
新
12
か
条

（
出
典

国
立
が
ん
研
究
セ
ン
タ
ー

が
ん
予
防
・
検
診
研
究
セ
ン
タ
ー
）

が
ん
予
防

〜
た
ば
こ
を
考
え
る
〜

予
防
の
た
め
に
が
ん
検
診
！

受
け
忘
れ
の
検
診
は
あ
り
ま
せ
ん
か

日
本
人
の
２
人
に
１
人
は
が
ん
を
患
い
、
３
人
に
１
人

は
が
ん
で
亡
く
な
っ
て
い
る
こ
と
を
ご
存
知
で
す
か
。
大

館
市
の
死
因
の
第
１
位
も
が
ん
で
す
。
平
成
28
年
度
の
死

亡
者
１
，
１
１
１
人
の
う
ち
、
約
３
割
に
あ
た
る
３
２
４

人
の
か
た
が
、
が
ん
で
亡
く
な
っ
て
い
ま
す
。

あ
な
た
の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
を
チ
ェ
ッ
ク

そ
し
て
今
日
か
ら
チ
ェ
ン
ジ
！

１
．
た
ば
こ
は
吸
わ
な
い

２
．
他
人
の
た
ば
こ
の
煙
を
で
き
る
だ
け
避
け
る

３
．
お
酒
は
ほ
ど
ほ
ど
に

４
．
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
食
生
活
を

５
．
塩
辛
い
食
品
は
控
え
め
に

６
．
野
菜
や
果
物
は
不
足
に
な
ら
な
い
よ
う
に

７
．
適
度
に
運
動

８
．
適
切
な
体
重
維
持

９
．
ウ
イ
ル
ス
や
細
菌
の
感
染
予
防
と
治
療

10
．
定
期
的
な
が
ん
検
診
を

11
．
身
体
の
異
常
に
気
が
つ
い
た
ら
、
す
ぐ
に
受
診
を

12
．
正
し
い
が
ん
情
報
で
が
ん
を
知
る
こ
と
か
ら

喫
煙
、
過
度
の
飲
酒
、
偏
っ
た
食
事
や
運
動
不
足
な
ど

の
生
活
習
慣
を
見
直
す
こ
と
は
が
ん
予
防
に
繋
が
り
ま

す
。
特
に
喫
煙
を
減
ら
す
こ
と
が
、
が
ん

の
予
防
に
直
結
し
ま
す
。
た
ば
こ
は
肺
が

ん
や
咽
頭
が
ん
の
原
因
と
な
る
こ
と
は
知

ら
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
た
ば
こ
を
吸

う
た
び
に
、
肺
や
の
ど
に
負
担
が
か
か
る

か
ら
で
す
。
た
ば
こ
を
吸
う
人
は
、
吸
わ

な
い
人
に
比
べ
て
肺
が
ん
の
危
険
性
が
約
４
倍
に
な
り
ま

す
。
さ
ら
に
直
接
た
ば
こ
の
煙
が
通
る
咽
頭
の
が
ん
の
危

険
性
は
約
30
倍
に
も
な
り
ま
す
。

自
分
と
家
族
の
健
康
の
た
め
に
、
喫
煙
に
つ
い
て
考
え

て
み
ま
し
ょ
う
。

市
で
行
っ
て
い
る
が
ん
検
診
は
、
肺
が
ん
、
胃
が
ん
、

大
腸
が
ん
、
乳
が
ん
、
子
宮
が
ん
、
前
立
腺
が
ん
の
６
種

類
で
す
。
加
入
し
て
い
る
健
康
保
険
に
関
わ
ら
ず
、
市
民

で
あ
れ
ば
ど
な
た
で
も
受
診
で
き
ま
す
。
９
月
で
今
年
度

の
検
診
が
終
了
と
な
る
も
の
も
あ
り
ま
す
。
ま
だ
受
診
し

て
い
な
い
か
た
は
、こ
の
機
会
に
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

詳
し
く
は
、
市
広
報
８
月
号
、
ま
た
は
健
康
ガ
イ
ド
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

９
月
は
『
が
ん
征
圧
月
間
』
で
す

健康ポイント 商品券との交換が始まっています
100 ポイント以上になったら、次の日程で地域限定商品券 1,000 円分と交

換できます。皆さんのご都合に合わせてご利用ください。

〈保健センターでの交換日程〉
期間平成 30 年9月3日(月)～平成 31 年4月 30 日(火)

※土日祝日、12 月 31 日～1月3日を除く
時間 9 時～12 時、13 時～16 時

※各月第3月曜日は、上記のほか 17 時～19 時も受
付(ただし、月曜日が祝日の場合は翌日に変更)

〈持ち物〉
１．ポイントカード
２．本人確認できるもの(運転免許証、健康保険証など)
※代理申請の場合は、代理申請者の本人確認できるもの

３．健診(検診)結果票
※人間ドックや職場健診などで、スタンプの押印がない場合
※医療保険が適用となった検査はポイント対象外

４．ポイント証明書
※発行を受けた場合のみ

〈公民館等での交換日程〉
会場

真中公民館
二井田公民館
上川沿公民館
田代公民館
下川沿公民館
釈迦内公民館
長木公民館
十二所公民館
比内総合支所
矢立公民館
花岡公民館

受付時間
9 : 30～10 : 15
11 : 00～12 : 00
13 : 30～14 : 30
10 : 00～11 : 00
13 : 00～14 : 00
10 : 00～11 : 00
10 : 00～11 : 00
10 : 00～11 : 00
13 : 00～14 : 00
10 : 00～11 : 00
13 : 00～14 : 00

日にち

11 月 2日(金)

11 月 5日(月)

11 月 7日(水)
11 月 8日(木)

11 月 9日(金)

11 月 12 日(月)

お
問
い
合
わ
せ

健
康
課
成
人
健
診
係

☎
42
‐
９
０
５
５

〈ポイントカード見本〉

平成 30年 9月号[9]



知っていますか？糖尿病食
～ 糖尿病食は健康長寿食 ～

おお問問いい合合わわせせ 健健康康課課 ☎☎4422‐‐99005555
糖尿病の食事療法では、基本的には、食べてはいけないものはありりません(病状によっては、主治医の

指示で制限が生じる場合があります)｡バランスよく適量を食べるという糖尿病食は、生活習慣病予防にも
役立つことから、毎日の食事に取り入れたいものです。

ポイント３：バランス良く食べる

「糖尿病食事療法のための食品交換表」で示
す食品の分類(下記)を参考にします。
①主食(表１)､主菜(表３)､副菜(表６)を組み合
わせます。
②食事や間食等に果物(表２)､乳製品(表４)を
取り入れます。
③油類(表５)は多く摂り過ぎないよう気を付け
ましょう。

【糖尿病食事療法のための食品交換表から抜粋した食品の分類】

ポイント１：適切なエネルギー量を
１日３食で摂る

糖尿病の治療をしているかたは、主治医の指
示を守りましょう。糖尿病の治療の必要のない
かたは、標準体重を維持できるような食事を目
安とします。

☆実践してみましょう！
・体重を毎日計測し、記録する。

ポイント２：塩分を控える

高血圧、動脈硬化の予防のためにも、薄味に
慣れることが大切です。積極的に減塩調味料を
利用してみましょう。

☆実践してみましょう！
・しょう油やソースは、かけずにつける。
・汁物は小ぶりの器で具沢山。

表３

魚、肉
大豆

表６

野菜類

主 菜

副 菜

チェックがついた項目を見直しましょう！

たとえば…
「あまり噛まない」かたは、10回以上は
噛むよう心掛けましょう。
満腹感を感じやすくなり、糖質の吸収も
ゆっくりになることから、急な血糖上昇の
予防になります。
噛みごたえのある野菜料理を加える
のも良いでしょう。

血糖が上がりやすい食べ方チェック あなたはいくつ当てはまりますか？

表２

果 物

表５

油、ごま、
ナッツ類

表１

ご飯、パン、
麺、イモ類

表４

牛乳、
ヨーグルト
(チーズは表３)

主 食

□ あまり噛まない

□ 早食い

□ 欠食(食事を抜きがち)

□ 食事時間が不規則

□ おなかいっぱい食べる

糖尿病食のポイント

健康だより
[10]平成 30年 9月号


